
平成２２年度君津広域水道企業団水道用水供給事業決算に基づく資金不足比

率算定表

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２２

年度君津広域水道企業団水道用水供給事業決算に基づく資金不足比率を次のとおり算

定しました。

名 称 平 成 ２ ２ 年 度 法が定める経営健全化基準

資 金 不 足 比 率
－ ％

２０％
（資金不足比率なし）

資金不足比率の算定

資金の不足額 （Ａ）
○資金不足比率（法適用企業）＝

事業の規模 （Ｂ）

△４，１２３，７６０千円
＝ ＝ － ％

６，３２８，３１２千円

（Ａ）資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費以外の経費の財源に

充てるために起こした地方債の現在高(※1)

－流動資産）－解消可能資金不足額(※2)

＝（８４２，７８４千円＋０千円

－４，９６６，５４４千円）－０千円

＝△４，１２３，７６０千円

※１ 建設改良費以外の経費の： 欠損金を生じたことによる営業資金の不足を補うため

財源に充てるために起こ 地方公営企業法第４５条の規定により起こした赤字債と

した地方債の現在高 退職手当債の財政再建債、災害復旧事業の資金に充てる

ために起こした地方債の残高

※２ 解消可能資金不足額： 公営企業としての事業の性質上、事業開始後一定期間に構

造的に資金不足が生じる事情を考慮し、資金の不足額から控

除される一定の額

（Ｂ）事業の規模（法適用企業）＝営業収益の額－受託工事収益の額

＝６，３２８，３１２千円－０千円

＝６，３２８，３１２千円










